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「羽島市みらい共創プラン（羽島市第七次総合計画）第１期実施計画（案）」に寄せられた意見と市の考え方  

 

No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

1 

P.3 第 2 章 重点項

目 1「命と暮らしを守

る」 

■意見 

犯罪認知件数を人口で割った市民

一人当たりの犯罪発生率が岐阜県内

で高いため、犯罪発生率の低減を項

目に追加してはどうか。 

 

 

 ご意見の内容については、P.67 基本目標Ⅳ ともに助け合う 

安全・安心なまち＜市民生活＞ 分野 3 交通安全・地域防犯の施

策の方針において、防犯関係団体との連携を深め、地域の防犯活

動を支援し、犯罪対策の充実を図り、防犯意識の向上と犯罪被害

の軽減を目指すこととしており、P.69 目標指標においても、「刑

法犯認知件数（年間）」の削減を位置づけております。 

 なお、本実施計画には、市が主体的に取り組む事業、国・県が

事業主体で市が財政的に関与する事業、市が市民や団体等へ財政

面等で支援を行う事業等のうち、基本構想に掲げる将来都市像を

具現化する事業として、計画期間内に優先的に実施する事業を掲

載しております。そのうち重点事業は、市民の皆様の意見や社会

経済情勢を踏まえ、特に注力していく事業を選定しております。 

2 

P.4 第 2 章 重点項

目 2「次代を担う人材

の育成」 

■意見 

地域の歴史（古代中世近代現代）、

文化に愛着を持つ、伝統芸能の継承、

発信。 

あらゆる世代が協力して地域に愛

着がもてるようにする。 

世代間交流の活性化。昔話などを

伝承する人。災害の歴史を知ってい

る人と若者等との交流。 

 

■理由 

 今までの羽島市の文化や羽島に眠

っているいいところを世代間で発

見、共有し地域に愛着をもってもら

うため、老人と子どもの世代間交流

等を通じて文化の継承や新しい羽島

の良いところの発見ができると考え

る。 

 

ご意見の内容については、P.39 基本目標Ⅱ ともに拓く 学び

育むまち＜子育て・学修＞ 分野 4 生涯学習において施策：②芸

術・文化の振興及び歴史・伝統文化の継承を位置づけ、推進して

いくこととしております。 

 市内の伝統文化・民俗芸能関係団体には、地域の伝統文化や歴

史等について熟知した方が所属されています。これらの方々を中

心に地域の歴史の中で育まれてきた伝統文化や民俗芸能等につ

いて周知するとともに、それらを継承できる人材を育成し、より

多くの方に愛着を持っていただけるよう、関係団体の活動への支

援を行っております。 

 また、当該団体が主体的に伝統文化等を発信・継承できる活動

を支援することにより、こどもたちや若者世代が羽島市の歴史を

学び、地域に受け継がれてきた伝統文化等の体験を地域住民と共

有する機会の充実につなげていきます。 

 今後もこのような機会を充実させながら、地域の歴史や文化に

興味を持ち、それらを大切に守り続ける思いを育めるよう努めて

まいります。 

 なお、前述したとおり、重点事業は特に注力していく事業を選

定しております。 

別紙 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

3 

P.4 第 2 章 重点項

目 2「次代を担う人材

の育成」 

■意見 

学びだけでなく楽しみながら体力

づくりをするための交流、健康な心

身の成長を促進するための運動スポ

ーツ交流（認知症予防、進行防止、

フレイル防止も含む）の項目の追加

が必要ではないか。 

 

■理由 

 学びだけでなく体力面でも次代を

担う人材の育成をしてほしい。 

ご意見の内容については、P.10 基本目標Ⅰ ともに支える 健

やかに暮らせるまち＜健幸・福祉＞ 分野 2 高齢者福祉において

施策：①高齢者の健康と活力の維持を、P.31～32 基本目標Ⅱ と

もに拓く 学び育むまち＜子育て・学修＞ 分野 2 学校教育におい

て施策：①確かな学力・体力の定着を、P.42 分野 5 生涯スポー

ツにおいて施策：①スポーツ参加機会の充実及び②選手の育成を

位置づけ、推進していくこととしております。 

高齢者の健康と活力の維持については、事業：■高齢者の介護

予防・重度化予防の推進により、認知症やフレイル予防等に資す

る取組を進めることとし、重点項目 1「命と暮らしを守る」にお

ける重点事業にも選定しております。 

また、学校においては、体育・保健体育の授業のほか、モデル

校として学校規模に応じた小学校を抽出し、スポーツ指導の専門

家による体力向上に資する取組を進めることで、児童生徒がスポ

ーツの楽しさを感じながら、運動に関わる資質を養っていきま

す。 

さらに、市内小学生を対象に、トップアスリート（FC岐阜、岐

阜スゥープス所属）を講師に招き、楽しみながら体力づくりをす

ることや健康な心身の成長を促すことを目的としたスポーツ教

室を毎年実施していきます。 

なお、前述したとおり、重点事業は特に注力していく事業を選

定しております。 

4 

P.4 第 2 章 重点項

目 3「持続可能なまち

の形成」 

■意見 

岐阜羽島駅開業 60年をむかえ、

開業までに周辺で整備された都市計

画関連の施設の老朽化を洗い出すこ

とが必要。 

次世代に合わせた周辺整備計画が

必要。岐阜羽島駅開業から今までの

羽島市の発展衰退を今一度再整理す

る作業が必要。 

繊維問屋街の老朽化対策も命を守

るために必要な視点。 

 

■理由 

岐阜羽島駅も国策によりできた施

設であり、繊維問屋街も岐阜市北口

で再開発に向け関係者の協議が進ん

でおり市の発展に欠かせない施設で

あるため。その駅とともに発展した

歴史を再整理し市や県、羽島市の主

要産業である毛織物を扱った問屋街

も老朽化が進んでおり、後世に負債

を残さないためその栄枯盛衰をたた

えるとともに、何らかの再開発が必

要なことは必須。また、物理的にも

老朽化が著しく危険なため何らかの

対策は必要。 

岐阜羽島駅周辺の都市計画施設（都市計画道路、都市公園等）

については、改修や保守等を実施しており施設の老朽化等の問題

はありません。 

 本市では、民間所有の非住宅系建築物については、旧耐震基準

で建築されたものの耐震診断には補助を行っておりますが、老朽

化した建築物の改修等については、国・県とも補助事業による対

策は実施しておりません。ご意見の対策については、国・県の今

後の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 岐阜羽島駅周辺は、近年、定住人口の増加や飲食店舗の立地が

進み、客観的なまちづくりの成果として、駅周辺の地価の上昇傾

向も見受けられます。繊維問屋街をはじめ、すでに地権者の方々

等によって様々な土地利用がなされている中で、地権者や地域の

方々による合意形成、事業推進母体の形成などの取組が重要であ

ると考えております。 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

5 

P.7 基本目標Ⅰ と

もに支える 健やかに

暮らせるまち 

＜健幸・福祉＞ 

分野 1 地域福祉 

施策：①誰も取り残

さない地域づくり 

■意見 

介護疲れ、介護により社会的に孤

立した家庭に本人の意思を尊重しつ

つ共倒れしないための介入が必要。 

 

■理由 

介護により自分の人生が台無しに

ならないようだれもが幸せになれる

よう支援する体制が必要。 

ご意見の内容については、P.7 事業：■重層的・包括的な支援

体制の推進を、P.10 分野 2 高齢者福祉において事業：■認知症

施策の推進を、P.13 分野 3 障がい者福祉において事業：■相談

支援体制の充実・強化を、P.28 基本目標Ⅱ ともに拓く 学び育む

まち＜子育て・学修＞ 分野 1 子育てにおいて事業：■ヤングケ

アラー対策を位置づけ、推進していくこととしております。 

身近な人に無償で介護等の援助を行う人（ケアラー）について、

ヤングケアラーや老老介護、8050問題等が社会問題化する中、ご

意見のように介護に伴う過度な負担が課題とされています。 

ケアラーに対する支援体制の整備と市民等がケアラーに対す

る理解を深めることが肝要であると考えているため、今後も周知

啓発に努めるとともに、相談内容に応じて公的サービスにつなげ

ることができるよう、関係機関と連携し必要な支援を行ってまい

ります。 

6 

P.13 基本目標Ⅰ   

ともに支える 健やか

に暮らせるまち 

＜健幸・福祉＞ 

分野 3 障がい者福祉 

事業：■障がい者の

雇用促進 

■意見 

以下の下線部分を追加し計画書に

反映してほしい。 

「～特別支援学校の見学会開催など

～」 

↓ 

「～特別支援学校の見学会開催や農

福連携の推進など～」 

 

■理由 

現行の総合計画では「●障がい者

の雇用促進」は『戦略 1重点事業』

として位置づけられている。農福連

携については国・県とも重視してお

り、次期計画書 P.45に「多様な農業

人材の育成と確保が課題」と記載さ

れている。また 4年前の羽島市市長

選挙における現市長の公約として

「農福連携」があった。4年経過して

終わりではなく、継続して羽島市で

実施できるよう事業としてやってい

くべきと考える。 

農福連携の推進について、障がい者が自信や生きがいを持って

社会参画を実現していくため、農業分野での活躍も必要であるこ

とから、以下のとおり修正いたします。 

修正前 ■障がい者の雇用促進 

特別支援学校及び商工会議所と連携し、特別支援学校の見学会

開催など、障がい者の雇用確保に向けた取組を進めます。 

修正後 ■障がい者の雇用促進 

特別支援学校及び商工会議所等と連携し、特別支援学校の見学

会開催や農福連携の推進を図るなど、障がい者の雇用確保に向け

た取組を進めます。 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

7 

P.14 基本目標Ⅰ 

ともに支える 健やか

に暮らせるまち 

＜健幸・福祉＞ 

分野 3 障がい者福祉 

目標指標 

■意見 

①目標指標として「基幹相談支援セ

ンターの相談支援を利用した件数

（年間）」を追加してはどうか。 

②同センターの相談件数の統計があ

れば直近年度の件数を教えてほし

い。 

 

■理由 

目標指標として「発達支援センタ

ー」「障害者相談支援事業所」が記載

されているが、民間の事業所の統計

である。基幹相談支援センターは羽

島市に設置している。基幹相談支援

センターがどれだけの方がご利用し

ているのか、実態を知る上でも重要

と考える。 

本市の基幹相談支援センターについては、福祉課の窓口に併設

されており、職員が通常の窓口業務と兼務しているため、基幹相

談支援センターの相談件数を個別集計することは困難な状況で

す。今後とも基幹相談支援センターにおいては、相談支援の中核

として質の高い相談支援の提供に努めてまいります。 

8 

P.18～20 基本目標

Ⅰ ともに支える 健

やかに暮らせるまち 

＜健幸・福祉＞ 

分野 5 健康づくり 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

「感染症対策」 

 

■理由 

 感染症に対しては、市民の健康

を守るために迅速かつ的確な対

応が求められる。国や県と相互に

連携を図り、個人の感染防止と蔓

延防止の周知を徹底する必要が

ある。また、必要に応じた予防接

種体制の構築及び適切な接種勧

奨が必要である。 

ご意見の内容については、P.19 事業：■予防接種事業を、P.22 

分野 6 地域医療において事業：■災害時・感染症等の政策医療の

維持を位置づけ、推進していくこととしておりますが、感染症の

発生時における予防接種体制の確立を明確化するため、ご意見を

踏まえ、以下のとおり修正いたします。 

修正前 ■予防接種事業 

適切な時期に予防接種を受けることができるよう、接種勧奨を

行います。 

修正後 ■予防接種事業 

適切な時期に予防接種を受けることができるよう、接種体制の

確立や接種勧奨を行います。 

9 

P.22～23 基本目標

Ⅰ ともに支える 健

やかに暮らせるまち 

＜健幸・福祉＞ 

分野 6 地域医療 

■意見 

①以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

「岐阜県立看護大学との連携」 

②看護大学と羽島市民病院はどのよ

うな連携をしているのか取組を説明

してほしい。 

 

■理由 

 市内の地域資源であり、羽島市民

病院の看護人材の確保の面からも連

携する必要があるので、次期計画書

に反映すべきと考える。 

 参考データであるが、岐阜県立看

護大学の進路先について、羽島市民

病院への就職は、令和元年度 0名、

令和 2年度 6名、令和 3～5年度はそ

れぞれ 1名となっている。（データ根

拠は岐阜県立看護大学 HPより） 

ご意見の内容については、P.22事業：■地域の診療所や介護施

設等との連携を、P.94 持続可能なまちづくりを支える考え方 分

野 1 多様な主体との協働・共創において事業：■大学との連携推

進を位置づけ、推進していくこととしております。 

 なお、岐阜県立看護大学との具体的な連携については、羽島市

民病院からの講師派遣や羽島市民病院への実習生の受入れ等を

行っております。 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

10 

P.24～43 基本目標

Ⅱ ともに拓く 学び

育むまち 

＜子育て・学修＞ 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

「若者の交流と活動の推進」 

「若者が地域で力を発揮できる環境

づくり」 

 

■理由 

P.25記載の「羽島市こども計画」

の対象年齢はこども・若者（施策に

よっては～40 歳まで）となってい

る。3 地域教育（P.34～37）の対象

範囲は「青少年」で学校在籍を対象

にしている。学校を卒業した青年期

（18～30歳）・ポスト青年期（31～40

歳）についても「若者の交流と活動

の場の充実」や「地域での若者の参

加・参画の推進」は必要であると考

える。 

孤独孤立や引きこもり等の複合的な課題を抱える若い方々に

対しては、P.7 基本目標Ⅰ ともに支える 健やかに暮らせるまち

＜健幸・福祉＞ 分野 1 地域福祉において事業：■重層的・包括

的な支援体制の推進を位置づけ、取組を進めることとしておりま

す。 

また、若い方々の地域での参加・参画については、P.94持続可

能なまちづくりを支える考え方 分野 1 多様な主体との協働・共

創において事業：■まちづくりへの参画の促進を位置づけ、取組

を進めることとしております。 

11 

P.27 基本目標Ⅱ 

ともに拓く 学び育む

まち＜子育て・学修＞ 

分野 1 子育て 

施策：③安心できる

子育て環境の構築 

■意見 

シングルマザー、シングルファザ

ー、孤立しがちかかえごみがちな母

親の方の相談 寄り添いの視点 

 

■理由 

介護疲れと同じような視点で、家

庭内で抱え込まず相談できるような

空気や仕組みが必要。 

ご意見の内容については、分野 1 子育てに位置づけた各取組に

より、ライフステージに沿った切れ目のない支援を行うととも

に、誰もが安心して出産し、子育てしやすい環境づくりを推進し

てまいります。 

12 

P.29 基本目標Ⅱ 

ともに拓く 学び育む

まち＜子育て・学修＞ 

分野 1 子育て 

事業：■学校給食費

無償化の推進 

■意見 

給食無償化については大変評価す

るが、化学物質や添加物の少ないも

のや地元で生産されたものを使用す

るなど、質の向上にも取り組んでい

ただきたい。 

 

■理由 

人間の身体は食べ物からできてお

り、化学物質や添加物の少ない質の

良い給食はこどもの健康につなが

る。 

給食は食育と言われるように、給

食を通じ、こどもの頃から心身を育

む食を大切にし、生産者をはじめと

する給食に携わる方すべてに感謝す

る精神を育む。 

地産地消を推進することで、カロ

リーベースで 38％の日本の食料自

給率向上に寄与するとともに、地元

農家の雇用を守ることにつながる。

給食を通じてこどもに国内の一次産

業を大切にし、国と地域を守る意識

向上を図る。 

学校給食においては、自然の味を生かした料理とし、調味料は

化学調味料をできる限り避け、天然の調味料を使用するととも

に、地元の野菜や食材を積極的に提供し、併せて紹介するよう取

り組んでおります。 
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13 

P.30～33 基本目標

Ⅱ ともに拓く 学び

育むまち 

＜子育て・学修＞ 

分野 2 学校教育 

■意見 

児童生徒の可能性を伸ばし、国や

社会の在り方を考える教育を目指す

とともに、学校に行かないことを選

択した児童生徒への経済的支援が必

要と考える。 

 

■理由 

市のデータでは不登校児童生徒数

が令和元年94人から令和5年201人

と 2倍以上に増加している。この原

因は児童生徒が学校の管理教育・偏

差値教育に希望を見いだせなくなっ

ているからと考える。こどもを枠に

はめるのではなく、可能性を伸ばし、

一人ひとりに将来の日本を担う一員

である自覚を芽生えさせることで不

登校児童生徒減少に寄与すると考え

る。 

学校に行かないことを選択した児

童生徒の選択肢として、フリースク

ールに通うこと等が考えられるが、

公立学校と比べ金銭的な負担が大き

くなるため一定の支援が必要であ

る。 

個別対応の「こだま」、小集団対応の「のぞみ」に加え、メタバ

ースを活用した支援「Room-HIKARI」を設置し、支援しています。

また、来年度には、羽島市南部に新たに支援体制として開室に向

け調整しています。これらの支援に関して個別の教材関係を除

き、保護者負担の授業料は不要です。 

また、民間のフリースクールについては、現在のところ金銭的

な支援は考えておりませんが、今後は、国・県の施策の動向等を

注視し、調査研究を進めてまいります。 

適応指導教室には、校長や教員の経験者を中心に採用し、運営

やコーディネートすることで、保護者の信頼や通室する児童生徒

への安心感へとつなげ、自己存在感を高めています。また、個別

対応や小集団対応により個に応じた支援を行い、一人でも多く社

会性を身に付けられるように取り組んでいます。ここで身に付け

た力で、各学校の相談室等に通えるようになったり、自ら進路を

切り拓いたりする成功体験を積み重ねることで、自己肯定感や自

己有用感を高めていくよう今後も取り組んでまいります。 

14 

P.31 基本目標Ⅱ 

ともに拓く 学び育む

まち＜子育て・学修＞ 

分野 2 学校教育 

施策：①確かな学

力・体力の定着 

■意見 

マネーリテラシーも重要な教育と

考える。 

 

■理由 

 私の頃はお小遣い帳の計算ぐらい

であったが、お金の仕組み、大切さ

も重要な教育である。 

成年年齢の引き下げやキャッシュレス化の進展などが進み、若

い世代で詐欺などの金融トラブルに巻き込まれる事案が増加し

ています。正しい判断をしてトラブルを避けるためには、児童生

徒が発達段階に応じて、金融経済に関する金融リテラシーを早い

段階で身に付けることが重要です。 

令和 4年 4月からの学習指導要領改訂により、学校での金融教

育が義務化され、小学校の家庭科の学習においては、買い物の仕

組みや消費者の役割が分かり、物や金銭の大切さと計画的な使い

方について理解することなどが組み込まれています。 

また、学校では金融教育のための特定の時間は設けられていま

せんが、小学校では、社会科や家庭科等を中心に全教育活動を通

して推進されております。中学校では、社会科や家庭科において、

金融の仕組みや働きを理解するなど、将来の自立に向けた基礎的

な能力を育てることを目標として学習しています。 
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15 

P.31 基本目標Ⅱ 

ともに拓く 学び育む

まち＜子育て・学修＞ 

分野 2 学校教育 

事業：■情報教育の

充実 

■意見 

インターネットの適切な利用に関

する情報モラル教育を実施し、情報

リテラシー教育を実施することは評

価するが、新聞、テレビをはじめと

したマスコミが流す情報を鵜呑みに

しないことを教育し、様々な媒体か

ら情報を集めながら、何が本当に正

しいことなのかこどもに考えさせる

場を設けるべきである。 

 

■理由 

北欧デンマークにおいては、マス

コミにはスポンサーがおり、スポン

サーの意向に沿った報道、政府に忖

度した報道があることを学校の授業

で教えている。 

インターネットだけではなく、マ

スコミから流れてくる情報の真偽に

ついて考えることはこどもの情報リ

テラシー向上に資する。 

学校においては、社会生活に必要な対人関係やコミュニケーシ

ョンのスキルを向上させるソーシャルスキルトレーニングを取

り入れています。 

また、情報リテラシーに関しても、スキルを高めるために、一

人一台端末を利用し、メディアリテラシーのスキルを身に付ける

ためのトレーニングを学年別に実施していく必要があると考え、

外部講師による講座を実施し、情報化社会に生きる児童生徒の情

報リテラシーの向上に向けて取り組んでいます。 

今後は一層の情報リテラシー向上に向け、アプリを活用したス

キルトレーニングについても調査研究してまいります。 

16 

P.45～48 基本目標

Ⅲ ともに創る 活

力・にぎわいのある

まち＜産業・交流＞ 

分野 1 農業 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

「農業製品の販路拡大」 

 

■理由 

 市特産品やスマート農業の推進を

しても販売をする場を開拓していか

なければならない。販売経路として

JA、スーパー、飲食店、ネット等が

ある。複数の販路をもつことにより、

売上減少のリスクを軽減できる。 

ご意見の内容については、施策：③安全・安心な農産物の推進

に位置づけ、取組を進めていくこととしております。 

本市では、岐阜地域連携都市圏に加入し、圏域の地産地消の店

を認定する「ぎふーど」や圏域の特産農産物をプロモーションす

る「ぎふベジ」の活動を通じ、市の農産物のＰＲを行っています。 

また、「ぎふーど」登録店舗が行う市農産物等のＰＲ活動に対す

る助成や、ふるさと納税へ市の農産物を積極的に登録するなどの

活動も行っております。 

17 

P.58 基本目標Ⅳ 

ともに助け合う 安

全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

■意見 

不法投棄等の言及はあるが、捨て

猫等の動物愛護の文言を記載してほ

しい。 

 

■理由 

 動物愛護の観点から捨て猫捨て犬

はしない、地域猫の市としての考え

方を醸成する必要がある。また、地

域猫は市として市民と協働で地域と

してどう取り組むかを作っていく必

要がある。 

捨て猫等の動物愛護については、「動物の愛護及び管理に関す

る法律」に基づき、県と連携・協力して取り組んでまいりたいと

考えております。 
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18 

P.61 基本目標Ⅳ 

ともに助け合う 安

全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

分野 1 防災 

施策：②災害への備

え 

■意見 

コミュニティセンター、体育館等

の避難所となる施設について、耐震

化や避難所のプライバシー、快適性

の確保。 

水害、家事、地震、有事等の避難

場所の確保の視点。また昨年の大垣

市のような車の浸水を防ぐためのモ

ール等高台の避難所が必要。 

 

■理由 

 公共施設の老朽化に伴う計画の中

で配置、設備計画、公共交通、コミ

ュニティの確保等持続可能な地域づ

くりに重要な視点であるため。また

災害関連死や水道等のインフラ復旧

が遅れる等によりこの地を離れるよ

うなことは避けたいのが本音だと思

う。能登半島地震を例に。 

市指定避難所としている学校体育館等は、既に耐震性が確保さ

れています。また、プライバシー、快適性を確保する観点から、

パーティション等を配備し、住民の方と設営訓練を実施していま

す。コミュニティセンターは、指定緊急避難場所としております

が、指定避難所ではないため、防災備蓄は配備しておりません。 

避難用の高台は、発生から被災までに時間的余裕がない津波の

緊急避難場所の確保として設置されます。しかし、本市において

想定されている木曽川・長良川等の洪水は、雨が長時間継続した

後に発生することから、市外の安全な場所へ広域避難する時間的

余裕が十分にあるため、高台設置の優先度は低い状況です。能登

半島地震の教訓から、災害関連死の防止をはじめ、一時的には衛

生的で安全な市外へ広域避難することが好ましいと考えており

ます。 

19 

P.61 基本目標Ⅳ 

ともに助け合う 安

全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

分野 1 防災 

施策：②災害への備え 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

・要配慮者への支援 

 障がい者、高齢者、乳幼児などの

災害時における要配慮者のために、

関係機関と協力し、避難支援や訓練

を講じていきます。 

 

■理由 

令和 3年 5月の災害対策基本法改

正により、避難行動要支援者につい

て避難支援等をするための個別避難

計画を作成することが市町村の努力

義務となった。 

能登半島沖地震では高齢者や障が

い者など、避難所で特別な配慮を必

要とする「要配慮者」に対して、福

祉避難所不足や十分なケアをする人

材不足に陥っており課題にとりあげ

ていたため。 

要配慮者に限定せず、市全体として防災力の強化や備えが大切

であると認識しております。要配慮者への支援を含む防災に関す

る各事項の対策については、P.61 事業：■地域防災計画の実効性

向上において、その取組を進めてまいります。 
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20 

P.65～66 基本目標

Ⅳ ともに助け合う 

安全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

分野 2 消防 

施策：②地域の消防

力強化 

■意見 

以下の 2つ（修正と追加）につい

て計画書に反映してほしい。 

（修正） 

・施策：②地域の消防力強化に■応

急手当の普及が位置づけられている

が、新しい施策として、③応急手当

の普及啓発を設け、以下を追加して

ほしい。 

（追加） 

・命に関わる救急出動活動を阻害し

ないよう、市民の救急車利用の適正

化を推進する啓発を強化していきま

す。 

 

■理由 

（修正） 

 「②地域の消防力強化」の中に「応

急手当の普及」を入れるのは内容が

「消防」と「応急」では分野が異な

る。現総合計画ではカテゴリーごと

に分けている。 

（追加） 

 安易に救急車を出動させて命に関

わる方の救急活動の阻害が問題化し

ているため啓発は必要である。 

広義において「消防力」という場合、一般的には「救急」の分

野を含むものと解されております。 

例えば、施策：①消防力の確保においても、119 番通報を受付

け、応急手当の口頭指導をし（通信指令業務）、救急隊が現場活動

し病院へ搬送するまで（救急業務）の一連の業務も含まれ、消防

緊急指令施設の整備や救急車の更新について取り組むこととし

ております。 

施策：②地域の消防力強化についても、「消防力」を広義の意味

で捉え、応急手当をより普及し、市民の救急対応力を向上させる

ことで、平時及び災害時の地域の消防力を強化することとしてお

ります。 

また、「救急車の適正利用」については、昨今、全国的な課題に

なっており、本市においても広報しているところです。ただ、消

防として、第一義的には、助けを求める市民の声には真摯に向き

合うべきであることから、直接的に「救急車の適正利用」を啓発

するのではなく、「応急手当の普及」に注力し、協働の考え方に記

載の「救急安心センターぎふ＃7119」の利用につなげることに努

め、市民に適正利用の本質を理解していただくことが重要である

と考えております。 

21 

P.67～68 基本目標

Ⅳ ともに助け合う 

安全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

分野 3 交通安全・地

域防犯 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

・SNSに対する犯罪対策 

 

■理由 

 近年は「オンラインカジノ」「闇バ

イト」「SNS投稿による空き巣被害」

が問題化している。 

 もちろん学校でいえば SNSによる

いじめも関わってくる。地域防犯に

関しては今までのやり方をより広げ

た取組をしていく必要があると考え

る。 

P.67の施策の方針において、防犯関係団体との連携を深め、地

域の防犯活動を支援し、犯罪対策の充実を図り、防犯意識の向上

と犯罪被害の軽減を目指すこととしております。 

このため、以下のとおり修正いたします。 

修正前 ■犯罪被害を防ぐ意識啓発 

コミュニティ・スクールを中心に見守りボランティアを継続的

に依頼するとともに、市内や近隣市町での事件、不審者について

の注意喚起、見守り体制強化のメールを配信します。 

修正後 ■犯罪被害を防ぐ意識啓発 

犯罪に関する情報等を市ホームページやSNS等を通じて発信す

るとともに、出前講座等を活用し防犯意識の向上を図ります。ま

た、コミュニティ・スクールを中心に見守りボランティアを継続

的に依頼するとともに、市内や近隣市町での事件、不審者につい

ての注意喚起、見守り体制強化のメールを配信します。 
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22 

P.70～71 基本目標

Ⅳ ともに助け合う 

安全・安心なまち 

＜市民生活＞  

分野 4 環境保全 

P.96～98 持続可能

なまちづくりを支え

る考え方  

分野2 DX・GXの推進 

■意見 

脱炭素に係る世界の動向等を踏ま

え、ゼロカーボンシティ、脱炭素社

会の推進、再生可能エネルギーの利

用促進、公共施設における太陽光発

電設備導入について再考いただきた

い。 

 

■理由 

アメリカがパリ協定脱退を表明す

るなど、世界は脱炭素から方向転換

している。 

我が国における二酸化炭素排出量

は世界の 3％に過ぎず、キャノング

ローバル戦略研究所の試算では

2050 年までに日本の二酸化炭素排

出をゼロにしたとしても、それによ

る気温の低下は 0.006℃しかないと

いうデータもある。 

太陽光パネルの製造に際し、新疆

ウイグル自治区における強制労働の

疑いがあり、禁輸措置を講じている

国もある。 

国のエネルギー政策に基づき、再生可能エネルギーの利用促進

を図ることは、地球温暖化の進行を防ぐために非常に重要である

と考えております。 

本市においても、社会経済情勢を踏まえながら、適切に対応し

てまいります。 

23 

P.74～77 基本目標

Ⅳ ともに助け合う 

安全・安心なまち 

＜市民生活＞ 

分野 5 ごみ・衛生 

■意見 

特に中国製等のリチウムイオンが

外せない小型家電等の処理につい

て、ごみ焼却施設の稼働の安全性の

観点からしっかりとした処分、リサ

イクル体制を構築していく必要があ

る。 

また、不法投棄を防ぐためごみ処

分方法の相談体制を構築する必要が

ある。これは県や国に対し他市町と

連携しての働きかけが必要であると

考える。 

 

■理由 

SDGs、事故防止、ゴミ収集員の安

全性、焼却場の安全性等の面から他

の自治体と連絡を密にして地域課題

を県や国に働きかける必要がある。 

ご意見の内容については、P.75 事業：■使用済小型家電等の回

収促進を位置づけ、推進していくこととしております。 

本体から外すことのできないリチウムイオン電池等でリサイ

クル協力店の回収が不可のものは、有害物として出していただく

か環境事業課へお持ちいただくことで収集しています。収集され

た電池等は、適正に処理しリサイクルに取り組んでおります。 

不法投棄については、令和 6年度から集積所の防犯カメラの貸

出事業を開始するなど、地域と連携してその防止に取り組むとと

もに、不法投棄対策については、県内自治体と情報共有を行って

おります。 
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24 

P.83～85 基本目標

Ⅴ ともに築く 便

利で快適なまち 

＜都市基盤＞ 

分野 2 公共交通 

■意見 

以下を追加し計画書に反映してほ

しい。 

「現状・課題」欄に追加 

・運行経費の大部分を羽島市の負担

でまかなっており、運賃収入を増や

すなど、収支改善が必要です。 

 

■理由 

コミュニティバスの最大の問題点

は収入と収支のバランスだと考え

る。 

 多くの自治体では予算から多額の

税金を投入している状況である。直

近の羽島市交通公共審議会の議事録

等を見てもその点についてはご議論

されていない。 

 羽島市の財政状況は厳しい状況な

ので改善できる所はできるところか

らやっていくべきである。 

ご意見の内容については、P.83 の現状・課題において、「運行

経費の増加や運転手不足により路線の確保・維持が課題となって

います」と記載した上で、施策の方針において、「持続可能な地域

内交通を確保・維持するため、コミュニティバスの効果的かつ効

率的な運用を図る」という方向性を示し、取組を進めることとし

ております。さらに、個別計画（羽島市地域公共交通計画）にお

いて、路線再編やダイヤの見直しと合わせて、柔軟な運賃体系を

検討することとしております。 

25 

P.87 基本目標Ⅴ 

ともに築く 便利で

快適なまち 

＜都市基盤＞ 

分野 3 公園・広場 

施策：①公園の整備

と施設の適切な維持

管理 

■意見 

足近町、正木町、江吉良町、上中

町、下中町など公園の少ない地域に

防災機能を持たせた防災公園を地権

者等の理解を得ながら整備する。街

区公園 私の周辺ではとても公園が

多く整備されているのでありがた

い。 

事業者や地元地権者等との協議状況等も勘案し、必要な公園整

備を実施していきます。また、整備済みの公園については、一時

避難所等の利用が行われ、地域の防災機能の向上に寄与するもの

と考えております。 

26 

P.87 基本目標Ⅴ 

ともに築く 便利で

快適なまち 

＜都市基盤＞ 

分野 3 公園・広場 

施策：②にぎわい創

出による公園の利用

促進 

■意見 

羽島駅前の県道停車場線や睦通り

を国土交通省のほこみち制度を利用

して賑わい空間を作る。キッチンカ

ーを駅ロータリーや側道に募集して

誘致する。駅前フェスを月 1回にす

るなど駅前の道路空間も広場として

柔軟に利用するため県、商工会、沿

道など、関係機関と協議し連携する。 

 

■理由 

せっかく駅前に広い空間があるに

もかかわらず、十分な賑わいのため

に利用されていないので、柔軟な道

路占用一時使用をほこみち制度を参

考にしてみてはどうかと思ったから

である。 

駅前フェス等のイベント開催のため、岐阜県が管理する一般県

道岐阜羽島停車場線にて占用の申請がされた際には、これまでも

関係機関と調整、連携を図った上、市が管理する駅前広場も含め

て占用を許可し、道路を活用したにぎわいの創出に寄与してまい

りました。 

今後、沿道の事業者や地権者、道路利用者等の歩行者利便増進

道路（ほこみち）の指定の機運が高まってきた際には、関係者と

協力を図り県に対し働きかけを行ってまいります。 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

27 

P.99～100 持続可能

なまちづくりを支え

る考え方 

分野 3 人権・多様性

の尊重 

■意見 

多様性への理解促進、教育には懸

念があるため、行き過ぎたものとな

らないようにする必要がある。 

 

■理由 

性的マイノリティにおけるトラン

スジェンダーについては様々な問題

が指摘されており、性自認が女性の

男性（トランスジェンダー女性）が

女子トイレや女湯などの女性スペー

スに侵入するなどの事案が実際に発

生し、厚生労働省も公衆浴場での男

女の取り扱いについて通知を出して

いる。また、海外においてはトラン

スジェンダー女性の女子競技への出

場についても問題視されている。マ

ジョリティの女性が不利益を被り、

公共の福祉に反する。 

アメリカの一部の州では性教育の

一環として髪型、服装を性自認に合

ったものに変えること、名前、プロ

ナウン（代名詞 He/She）の変更、ト

イレを性自認に合った方を使用する

といったアファメーションが容認さ

れており、過激すぎるとして問題に

なっている。 

多様性への理解促進については、様々な属性の方の情報だけで

はなく、状況に応じた対応も必要であるという認識のもとに施策

を展開します。また、ご意見の理由にあるような事例に関して、

公的機関から情報発信があった際には、提供を行います。 

小中学校及び義務教育学校の授業では、ジェンダーについて注

意を払いながら、男女の体の仕組みや心と体の相互の影響、生殖

に関わる機能等について、発達段階に応じて計画的に学習を進め

ています。また、様々な教科や人権教育等を通して、性の多様性

について話題に取り上げ、児童生徒がジェンダーについて考える

機会をつくり、多様性への理解を深めています。 

今後も各学校において、児童生徒のジェンダーについて、研修

や相談体制を整え、情報共有を図っていきます。 

28 

P.103 持続可能なま

ちづくりを支える考

え方 

分野 4 シティプロモ

ーションの推進 

施策：①シビックプ

ライドの向上 

■意見 

名古屋から新幹線で 10 分という

好立地をいかし良好な暮らしやすい

ベッドタウンとしてプロモーション

する。ネガティブに捉えない。 

リモートワークができる住環境オ

フィス環境としてプロモーションす

る。 

重要物流道路に指定されている羽

島インター付近に物流拠点トラック

ステーションを整備する。名神羽島

ＰＡにトラック積み替えスペースを

誘致する。 

 

■理由 

優良農地、長良川木曽川、新幹線

駅、高速インター等の環境、インフ

ラなど、地の利を生かしたプロモー

ションをする。 

本市への移住の促進を図るため、充実した子育て施策や交通利

便性、比較的安価な土地価格など、居住地を選ぶ際に有益となる

情報について積極的に情報発信を行っており、引き続き取り組ん

でいくことから、以下のとおり修正いたします。 

修正前 ■移住支援金等の支給 

東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）から本市に移

住し、就業するなど一定の条件を満たす場合に、移住支援金を支

給します。また、親との近居や同居を目的として本市にＵターン

をし、住居を取得・新増築した子育て世帯に対して給付金を支給

します。 

修正後 ■移住定住の促進 

 様々な媒体を活用し、居住地を選ぶ際に有益となる市の優位性

等について積極的な情報発信を行い、移住定住の促進を図りま

す。また、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）から

本市に移住し、就業するなど一定の条件を満たす場合に、移住支

援金を支給するとともに、親との近居や同居を目的として本市に

Ｕターンをし、住居を取得・新増築した子育て世帯に対して給付

金を支給します。 

 

 また、企業誘致については、岐阜羽島インター南部地区におい

て、地区計画制度による都市基盤の整備を進め、岐阜羽島インタ

ーチェンジに近接するポテンシャルを生かし、企業誘致を推進し

てまいります。 
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No. ページ及び項目 意見 市の考え方 

29 

P.111 持続可能なま

ちづくりを支える考

え方 

分野 6 安定した自治

体経営 

施策：③職場環境の

充実 

■意見 

正規職員、会計年度職員の垣根を

なくし公務員の中で孤立する職員の

いないようガバナンスも含め市役所

職員どうしの助け合いが大事。業務

の集中など。 

 

■理由 

 羽島市は離職者も多く給与も他自

治体と比較して低く、職員数も同規

模の自治体と比べ少ないため、離職

防止に自治体自体も助け合う。 

ご意見の内容については、P.111 施策：③職場環境の充実を位

置づけ、推進していくこととしております。 

本市では、「羽島市定員管理適正化計画」に基づき、行政運営に

必要となる職員及び会計年度任用職員の適正な確保に努めてい

ます。職場内においては、事務分掌に基づき担当する業務を明確

にした上で、業務が集中すると見込まれる場合は管理職のマネジ

メントにより柔軟な配置転換を行っています。なお、自治体職員

の離職は本市のみならず、全国的な課題となっています。 

 


